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令和３年７月19日（月曜日）

午前10時１分開会

審査・調査事項

○その他報告事項

・新型コロナウイルス感染症における対応状況

等について

・本県の自殺の現状等について

・第２期宮崎県子どもの貧困対策推進計画の取

組状況について

・宮崎県障がい者工賃向上計画(令和３～５年

度)の概要について

・第２期みやざき子ども・子育て応援プランの

推進状況について

・令和２年度児童相談所における児童虐待相談

対応件数について

出席委員（８人）

委 員 長 日 髙 利 夫

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 横 田 照 夫

委 員 日 高 博 之

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 佐 藤 雅 洋

委 員 渡 辺 創

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 重黒木 清

福祉保健部次長
小 川 雅 彦

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
和 田 陽 市

（保健･医療担当）

こども政策局長 髙 山 智 弘

部参事兼福祉保健課長 山 下 栄 次

指導監査・援護課長 中 澤 紀代美

医 療 薬 務 課 長 牛ノ濱 和 秀

薬 務 対 策 室 長 林 隆一朗

国民健康保険課長 野 海 幸 弘

長 寿 介 護 課 長 福 山 旭

医 療 ・ 介 護
津 田 君 彦

連 携 推 進 室 長

障がい福祉課長 重 盛 俊 郎

衛 生 管 理 課 長 壹 岐 和 彦

健 康 増 進 課 長 市 成 典 文

感染症対策室長 有 村 公 輔

こども政策課長 柏 田 学

こども家庭課長 壱 岐 秀 彦

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 藤 村 正

政策調査課主査 澤 田 彩 子

○日髙委員長 ただいまから厚生常任委員会を

開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

令和３年７月19日(月)
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○日髙委員長 委員会を再開いたします。

おはようございます。それでは、早速、報告

事項の説明を求めます。

○重黒木福祉保健部長 おはようございます。

福祉保健部でございます。

まず、初めに日髙委員長をはじめ委員の皆様

方におかれましては、今月６日と７日に県内調

査で県北地区、県央地区の福祉保健関係施設等

を御視察いただきましたことにお礼を申し上げ

ます。ありがとうございました。

それでは、本日、当委員会に報告させていた

だく事項につきまして概要を説明させていただ

きます。座って説明いたします。

お手元の厚生委員会資料の表紙をめくってい

ただきまして目次を御覧ください。

本日の説明事項は、目次にありますとおり新

型コロナウイルス感染症における対応状況等に

ついてほか５件となっております。

このうち新型コロナウイルスの対応につきま

しては、先週金曜日の本部会議におきまして第

４波の検証を行ったところであり、今後の対策

を決定するとともに人の移動が増える夏休み期

間であります７月、８月を感染拡大防止強化月

間とし、県内での感染拡大防止を図るため県民

の皆様には全都道府県を対象とした不要不急の

往来自粛等の行動要請を行ったところでござい

ます。

このほか、それぞれの報告事項の詳細につき

ましては、それぞれ説明いたしますのでよろし

くお願いいたします。

私からは以上でございます。

○和田福祉保健部次長（保健・医療担当） 新型

コロナウイルス感染症における対応状況等につ

いてです。

常任委員会資料とは別にお手元に別冊資料と

第４波の分析・検証の本体資料も配付させてい

ただいておりますので、こちらを用いて説明い

たします。

６月24日の常任委員会で６月22日までの第４

波の状況を報告させていただいておりますので、

今回はそれ以降の感染状況と今後の対応につい

ての御報告となります。

まず、分析・検証の本体資料を１枚めくって

いただき、目次を御覧ください。

本体資料は、第１章が本県における第４波の

総括ということで、その中でも総括、入院療養

の状況、変異株の状況と３点を記載しておりま

す。

第２章としまして、これまでの取組の状況と

今後の対策ということで、感染状況の分析・公

表から始まりまして、ワクチン接種の推進につ

いて９分野にわたりまして取組の状況と今後の

対策を記載しているところです。

時間の関係で本体資料の説明は省略させてい

ただきたいと思います。

別冊資料をお開きいただき、１ページを御覧

ください。

Ａ３版となっておりますが、第４波の分析・

検証の概要版となります。

まず、左上の総括です。

期間は３月27日から６月20日、便宜上86日間

としております。

感染の状況ですが、記載のとおり大型連休期

間中に帰省など県外との往来、接触による感染

が急増し、接待を伴う飲食店や職場等を通じて

感染が広がり、特に宮崎市で集中的に感染が爆

発したという状況になっておりました。

それから、４月上旬に県内で初めて変異株

―これはアルファ株になりますが―疑い患

者が確認され、その後、急速に従来株からの置
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き換わりが進んでおります。

第４波の特徴としましては、早めに県独自の

緊急事態宣言などの強い対策を打ったことによ

り早期に感染が沈静化したと考えております。

それから、高齢者施設でのクラスター発生が

少なく、そのことが重症者や死者の減少につな

がっていると考えております。

感染者に占める若年層、30代以下の割合が高

かったという状況がございました。

入院患者数は第３波より少なかったのですが、

宮崎市での患者急増に伴いまして広域での入院

調整が必要な状況がございました。

それから、右側の表とグラフは第３波と第４

波の対比となっております。左中央の主な取組

状況ですけれども、１の検査体制から始まりま

して７の警報発令・県民への行動要請というこ

とで、このような内容の取組をしております。

それから、左下、今後の主な対策ですが、こ

れにつきましては２ページ以降の対策本部会議

資料を用いて説明させていただきたいと思いま

す。

２ページを御覧ください。

上段は、首都圏と本県の直近１週間の人口10

万人当たりの新規感染者数のグラフです。第３

波、第４波と同様に今回の首都圏の感染者数の

増加が本県の感染者数の増加につながるものと

危惧しているところです。

下段は、本県の１日ごとの新規感染者数のグ

ラフです。第３波と異なり第４波では収束状態

であると思われますけれども、新規感染者数が

ゼロの日が続いていないというところが第３波

などとの違いとなっております。

３ページを御覧ください。

上段は、第３波から第４波にかけての本県の

直近１週間の人口10万人当たりの新規感染者数

のグラフとなっており、下段は、第４波のみで

すが圏域ごとのグラフとなっております。

４ページを御覧ください。

上段は、国の分科会が示す指標におけます本

県の状況で、感染散発段階のステージ１に該当

しております。

下段は、変異株であるデルタ株のスクリーニ

ング検査の状況です。６月14日の週に５件のス

クリーニング陽性が確認されております。

５ページを御覧ください。

上段は、本県の警報レベルですが、レベル２

の特別警報を維持しております。圏域ごとの感

染状況は右の地図の色のとおりとなっておりま

す。

下段は、今後の主な取組です。

まず、検査・医療提供体制ですけれども、入

院受入れ病床のさらなる確保として、５月27日

時点で285床でしたが、７月９日時点で307床ま

で受入れ病床が増大しております。圏域ごとは

右の備考欄に記載のとおりです。

それから、宿泊療養施設のさらなる確保とし

て、宮崎市内に新たに１施設150室を確保いたし

ております。

それから、回復期患者の受入先となる後方支

援病院の確保として、７月16日時点で40医療機

関を確保しておりますので、今後、これを活用

していきたいと考えております。

自宅療養者への食料等生活支援及び健康観察

体制の確保としましては、既に第４波の途中か

ら自宅療養者への食料等生活支援セットの配付

を行っております。なお、第５波に向けては県

医師会への委託によりまして、医師、看護師に

よります健康観察体制を確保できるものと考え

ております。

それから、デルタ株のスクリーニング検査に
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つきましては６月７日以降46件実施しておりま

す。

６ページを御覧ください。

飲食店における新たな認証制度の導入につい

てです。

上段が、認証制度の仕組みを記載しておりま

す。既にガイドライン等普及定着事業として取

り組んでおりますこの事業をステップ１としま

して、第２段階のステップ２として講習会を実

施し、支援窓口を備えて感染防止対策資機材や

ＣＯ２濃度の測定器、あるいはアクリル板など

の設置の支援、あるいは換気設備の設置の支援

ということを行いまして、最終的にステップ３

として実際に店舗に赴きまして認証基準に適合

しているかどうか確認した上で認証を行うとい

う事業になっております。

下段は、そのスケジュールとなっています。

現在、講習会等を実施しておりますので、そろ

そろ支援事業に申込みが入ってくるかと思いま

すが、８月中旬ぐらいから実際に認証の受付を

開始して、店舗を巡回して適合しているかどう

かの確認ができるものと考えております。

７ページを御覧ください。

７ページから９ページまでが県民の皆様への

行動要請になります。

７ページ上段ですが、先ほど部長からありま

したように本日から８月31日までを感染拡大防

止強化月間といたします。

下段は、会食やイベント等、４つの県民の皆

様への要請事項となっております。

８ページを御覧ください。

上段は期間中の県外との往来の自粛のお願い

で、下段は来県自粛のお願いとなります。

９ページを御覧ください。

上段は、特に夏休み、お盆に向けてのお願い

となります。３点を記載させていただいており

ます。旅行・レジャー等は県内でお願いします、

帰省はなるべく控えていただきたい、オリンピッ

ク・パラリンピックは自宅で応援をお願いした

いというものでございます。

下段は、県境をまたぐ移動が避けられない場

合の具体的なお願いとなっております。特に県

外から県内に移動される方にはＰＣＲサポート

の活用をお願いしているところです。

10ページから12ページにかけましてはワクチ

ンに関してです。

10ページの上段を御覧ください。

上段は、現在の事業概要です。市町村には個

別接種と集団接種を組み合わせていただきワク

チン接種の促進をお願いしております。それと

は別に集団接種として県が主催するものと職域

で実施するものがあります。

下段は、県が主催する集団接種の内容となっ

ております。高齢者等に対します広域集団接種

につきましては、西諸地区は昨日で２回目を終

了しております。西都児湯地域は２回目がまだ

残っておりますが順調に進んでおります。

それから右側半分ですが、８月以降に大規模

接種会場を３か所、宮崎市、都城市、延岡市に

設けまして、警察官、教職員、あるいは県が必

要と認めます複数の企業等で構成される団体、

いわゆる優先接種の対象者になりますけれども、

その方々を集団接種する予定としております。

11ページを御覧ください。

上段は、職域接種についてです。27件の申請

があり９件承認されている状況です。恐らく、

残りの18件についても今後見通しが出てくるも

のと考えております。

下段は、ワクチン接種の実績です。表にあり

ますとおり高齢者につきましては81.9％の方が
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１回目の接種を終了され。58.3％の方が２回目

の接種も終了されております。

12ページを御覧ください。

上段は、ワクチンの配分状況です。報道等で

ございましたように今月末の週から全ての都道

府県でワクチンの配分が減少しているという状

況がこの図からも見て取れるかと思います。

下段は、接種のスケジュールとなっておりま

す。

新型コロナウイルス感染症における対応状況

等については以上になります。

○山下福祉保健課長 福祉保健課から２点御説

明いたします。

常任委員会資料の１ページを御覧ください。

まず、本県の自殺の現状等についてでありま

す。

１の自殺の現状（１）令和２年の自殺者数及

び自殺死亡率についてです。

上段にあります全国と本県の自殺者数の推移

のグラフにありますとおり、令和２年の本県の

自殺者数は前年比27人増の217人となっておりま

す。

また、その下のグラフにあります全国と本県

の自殺死亡率の推移ですが、人口10万人当たり

の自殺者数を示します自殺死亡率につきまして、

令和２年は本県20.5人で前年より2.7ポイント増

加しております。この数字が全国ワースト２位

という数字になっております。

次に、（２）自殺者に係る世代ごとの自殺者数

及び原因・動機でございます。その表にもござ

いますけれども、対前年比で申しますと30歳代

までの若者ですとか40歳代までの女性の自殺者

数の増加が見て取れるところでございます。

資料の２ページを御覧ください。

上段に表がございます。全国と本県の原因・

動機別自殺者数の割合です。この原因・動機に

つきましては、警察で遺書や遺族からの聞き取

りなどから判明した項目につきまして３つの項

目まで計上しているものです。

本県では、心の健康などの健康問題を原因・

動機とする自殺の割合が最多であり、続いて、

不詳、家庭問題の順となっております。

次に、２の今後の取組です。このようなこと

から、県内におきまして悩みを抱えている方が

増加しており、適切な相談窓口につながらない

まま死を選んでしまっている方が増えているの

ではないかと考えております。

それを踏まえまして、（１）ひなたのキズナ“

声かけ”運動の実施についてですが、１人でも

多くの命を救うために県民一人一人が悩みを抱

えている身近な方への気づき、声かけ、見守り

により、一層、積極的に取り組んでいただける

よう、例年９月の自殺予防週間、３月の自殺対

策月間に実施しておりましたテレビＣＭや関係

団体等を通じた県民への呼びかけを前倒しして

実施し、さらに強化してまいります。

（２）女性や若者を対象とした普及啓発の強

化ですが、自殺が増加しております女性や若者

への対応を強化するためテレビＣＭの強化、あ

るいは女性が立ち入るような場所を活用した普

及啓発を新たに実施してまいることとしており

ます。

（３）相談体制の強化です。これまで自殺予

防週間、自殺対策強化月間に実施しておりまし

たワンストップ相談会の開催回数を２回から４

回に拡充し早期に実施してまいります。

資料に第１回の概要を書いておりますが、ま

ずは、８月１日に宮崎市で実施することとして

おります。

また、経済問題の相談に対応する団体等に気
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づき、声かけ、見守りの理解を深めていただく

ため、司法関係者等に対する研修を新たに実施

することとしております。

（４）総合的な自殺対策の推進ですが、これ

まで本県は非常に自殺者数が多いということで

総合的な自殺対策を進めてまいりましたが、引

き続き関係団体との一層の連携など自殺対策を

進めるための基盤の強化を図るとともに、宮崎

県自殺対策行動計画に基づきまして、１次予防、

２次予防、３次予防まで各段階に応じた総合的

な自殺対策について全庁的に推進してまいるこ

ととしております。

続きまして、３ページを御覧ください。

第２期宮崎県子どもの貧困対策推進計画の取

組状況についてです。

１の計画の概要についてですが、（１）の計画

の性格にありますとおり、子どもの貧困対策の

推進に関する法律第９条に基づく都道府県計画

として策定したものです。

（２）計画期間は令和２年度から令和５年度

までの４年間となっております。

（３）に基本理念が記載してございますが、

（４）の対策の４つの柱にありますとおり、①

保護者に対する職業生活の安定と向上に資する

ための就労の支援、②教育の支援、③生活の安

定に資するための支援、④経済的支援を４つの

柱として計画の推進に取り組むこととしており

ます。

２の取組の状況についてですが、（１）県の取

組ですが、①の保護者に対する職業生活の安定

と向上に資するための就労の支援としまして、

生活困窮者自立相談支援事業におきまして困窮

者からの相談にワンストップで対応するために、

ひとり親家庭キャリアアップ自立支援事業にお

いて給付金や高卒認定試験の合格講座の受講料

の一部を支給することにより、ひとり親家庭の

就業の促進を図ったところです。

②の教育の支援ですが、スクールソーシャル

ワーカーを活用した教育相談体制の強化をチー

ム学校の実現に向けた教育相談体制支援事業と

して図ったほか、生活困窮世帯の子供に対する

学習支援事業によりまして、このような世帯の

子供に対して学習の習慣づけや進路選択を含め

た総合的な学習支援を行ったところです。

③の生活の支援ですが、「子どもたちの夢・挑

戦」応援事業として、進学等の各種支援制度を

集めました、桜さく成長応援ガイドを作成し、

県内全ての中学生、高校生に配付するとともに、

子ども食堂等に対して県の災害備蓄物資の提供

などを行ったところです。

④の経済的支援につきましては、ひとり親世

帯への臨時特別給付金の支給や医療費の助成な

どによる支援を行ったところです。

（２）市町村の取組ですが、①の計画の策定

状況につきまして、これまで22の市町村におい

て計画が策定されておりまして、残りの４町村

に対しまして今後とも積極的に計画策定を働き

かけてまいります。

４ページを御覧ください。

②ですが、特徴的な取組にありますとおり、

それぞれの市町村におきまして支援事業に取り

組んでいただいているところでございます。

次に、（３）国・関係団体等の取組としまして、

①にありますとおりハローワークと福祉事務所

が連携した就労支援の取組ですとか、②、③に

ありますとおり子ども食堂や学習支援などの活

動が民間企業、団体等によって行われるなど、

コロナ禍にあってもこうした取組が広がってい

るところです。

次に、（４）の数値目標ですが、計画の推進に
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当たりまして重要な４つの項目について数値目

標を設定しておりまして、令和２年度の実績は、

上から生活保護世帯に属する子供の高等学校等

進学率が88.0％、生活保護世帯に属する子供の

高等学校等中退率が3.2％、公立小・中学校でス

クールソーシャルワーカーが子供の貧困対策に

関する研修を実施した割合が8.9％、市町村の子

どもの貧困対策推進計画策定率につきまして

は84.6％でございました。

一番上の高等学校等進学率が目標値を下回っ

た要因としましては、就職された方もいたんで

すが、不登校やひきこもりの子供の割合が一番

多かったという状況にございます。

そのほか、指標につきましては、また今年度

以降、目標値を目指して取り組んでまいります

が、生活保護世帯につきましては手厚い支援が

必要な子供も多いと考えられますので、教育委

員会とさらに連携してまいりたいと考えており

ます。

３の今後の取組としまして、新型コロナの影

響を踏まえまして、令和３年度は子ども食堂等

の活動の支援ですとか、ひとり親家庭の支援に

対して機運の醸成を図るための新規事業を実施

することとしております。

また、各種支援制度を取りまとめた桜さく成

長応援ガイドの作成、配付等により情報が必要

な方にしっかりと届くように周知を行いながら、

引き続き市町村、関係団体等と連携を図りまし

て、生活の安定、貧困の連鎖の解消に資する施

策に取り組んでまいりたいと考えております。

○重盛障がい福祉課長 障がい福祉課でござい

ます。

宮崎県障がい者工賃向上計画の概要について

御説明します。

なお、別冊資料としまして宮崎県障がい者工

賃向上計画をお配りしておりますので、これに

つきましては後ほど御覧ください。

それでは、常任委員会資料の５ページを御覧

ください。

１の趣旨であります。就労継続支援Ｂ型事業

所において、利用者に対して支払われる工賃の

向上を図るため、県ではおおむね３年ごとに工

賃向上計画を作成してきたところであります。

今年度から向こう３年間の計画につきまして

は、今年３月10日付で国から示されました基本

指針を踏まえまして、外部専門家等の意見も参

考に別冊のとおり作成したところでございます。

次に、２の県の目標工賃についてであります。

本県の今年度から令和５年度までの目標工賃に

つきましては、（１）にありますとおり県内全て

の就労継続支援Ｂ型事業所を対象として設定し

たところでございます。

具体的な目標額は、（２）にありますとおり令

和５年度に１人当たり月額２万1,800円以上とし

たところでございます。

また、３年間の各年度の目標額については、

その下の表のとおりでございます。令和２年度

実績額の１万9,631円を基準値としまして、毎

年3.5％ずつ増加する目標としております。

なお、この目標額につきましては、表の下の

米印にありますとおりコロナ禍の影響や過去の

実績のほか、各事業所が設定している目標額を

勘案しまして設定したものでございます。その

下の表には直近３年間の目標額と実績額を記載

しております。

表の右端の令和２年度の欄を御覧ください。

目標額の２万2,600円に対しまして実績額は１

万9,631円でございまして、目標額には届きませ

んでしたが、毎年増えてきているところでござ

います。
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６ページを御覧ください。

本県と全国の事業所の平均工賃額の推移につ

いてのグラフでございます。本県の平均工賃額

は、平成19年度から13年連続で増加しておりま

す。また、平成23年度以降は全国平均を上回る

額で推移しているところでございます。

このように、本県の工賃は増加傾向にありま

して全国的にも高い水準にありますことから、

今後、先ほど申し上げました目標額を目指して

さらに向上させていきたいと考えております。

５ページにお戻りください。

３の目標達成に向けた主な取組についてであ

ります。

まず、（１）のコロナ禍により生産活動収入が

減少した事業所への支援についてでございます。

これは、先月の委員会におきまして御説明いた

しました障がい者就労施設の新事業展開等サポ

ート事業でございまして、生産活動収入が減少

した事業所に対して新たな事業展開等に取り組

む場合に必要な経費の一部を支援してまいりま

す。

（２）「工賃向上等支援チーム」による支援で

ありますが、これは中小企業診断士、経営コン

サルタントなどで構成する工賃向上等支援チー

ムを事業所に派遣しまして、新商品開発等に関

する個別の指導、助言を行ってまいります。

（３）農福連携の推進でありますが、農業に

取り組んでいる事業所へ農業の専門家を派遣す

るほか、県が委託し設置しております県農福連

携推進センターを通じたマルシェの開催や事業

所と農業生産法人等との請負作業のマッチング

支援を行ってまいります。

（４）工賃向上のための研修会の実施であり

ますが、事業所の中核的な職員を対象としまし

て経営の基礎知識やマネジメント手法等に関す

る研修会を行ってまいります。

（５）事業所の共同・連携による取組であり

ますが、県では外部に委託しまして事業所の共

同、連携による取組を行っているところでござ

います。

具体的には、イベントや商業施設に出店しま

して、商品の共同販売を実施したり清掃作業な

どの受託業務拡大のために事業所と発注者との

マッチングなどに取り組んでおります。また、

ホームページを設置し各事業所の商品等につい

て情報発信を行っているところであります。引

き続き、これらの取組を進めてまいります。

障がい者が地域において自立した生活を実現

していくために、県としましては事業所をはじ

め市町村、関係機関との連携を強化しながら、

令和５年度の目標工賃の達成に向け取り組んで

まいります。

○柏田こども政策課長 こども政策課でござい

ます。

お手元の厚生常任委員会資料の７ページをお

開きください。

「第２期みやざき子ども・子育て応援プラン」

の推進状況について御説明いたします。

まず、１のプランの概要でありますが、（１）

に記載のとおり本プランは子ども・子育て支援

法などに基づく計画として位置づけられるもの

で、（２）期間は令和２年度から令和６年度まで

の５年間であります。

（３）基本理念は、「子どもの育ち」と「子育

て」をみんなで支え、「子どもの最善の利益」が

実現できるみやざきづくりとしております。

（４）基本目標でありますが、①子どもの育

ちと子育てをやさしく包む社会づくりなど３つ

の基本目標を掲げ取り組んでおります。

次に、２のプランの実績であります。
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第２期プランでは、２つの総合成果指標と41

の個別成果指標を設定しております。

まず、（１）総合成果指標の、ア、合計特殊出

生率ですが、下の方の左側の図を御覧ください。

一番上の実線で結んでいる折れ線グラフが宮

崎県の合計特殊出生率となっておりますが、令

和２年は1.76を短期目標としていたところ、実

績は1.68となり、全国的には高い水準であるも

のの目標値は達成できておりません。

次に、イ、平均理想子ども数と平均予定子ど

も数の差については、右側の図を御覧ください。

県民意識調査の結果、令和２年度は理想の数

が2.61人に対して、予定する数は2.43人と、そ

の差が0.18となっており、短期目標の0.22は達

成したところであります。

次に、右側の８ページを御覧ください。

（２）個別成果指標ですが、全41指標のうち

令和２年度の短期目標を達成しているのは15指

標、未達成は19指標、未確定が７指標となって

おります。指標によりましては新型コロナウイ

ルスの影響を受け事業の変更や中止に追い込ま

れたことから目標を達成することができないも

のもありました。

主な指標として、短期目標を達成している子

育て応援サービス店の登録店舗数、みやざき結

婚サポートセンターにおける成婚数を、達成し

ていない保育所の待機児童数、地域小規模児童

養護施設の設置箇所数を掲載しております。

なお、９ページと10ページには全指標の短期

目標、実績値、最終目標を掲載しておりますの

で後ほど御覧いただければと思います。

次に、３の令和３年度の主な取組についてで

あります。

ライフステージに応じた切れ目のない支援を

実施し、「安心してこどもを生むことができ、子

育てを楽しいと感じられるみやざきづくり」を

進めるため、結婚前の支援として大学生等の若

い世代を対象に出前講座を実施し人生設計を考

えることで若い世代の意識を高める取組を行い

ます。

出会い・結婚の支援として、ＡＩ等を活用し

た新しいマッチングシステムの導入や、グルー

プ間での交流会を実施することで出会いを求め

る県民を後押しします。

妊娠・出産の支援として、高額な医療費がか

かる配偶者間の特定不妊治療に要する費用の一

部を助成します。

子育ての支援として、子育てに関する相談窓

口の機能強化や若い子育て世帯の利用率が高い

ＳＮＳや県内広域で入手可能な情報誌を活用し

て子育て支援に関する情報発信を行います。

今後とも本プランの着実な推進に向けて関係

部局と連携して取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○壱岐こども家庭課長 こども家庭課であり

ます。

引き続き、常任委員会資料11ページをお願い

いたします。

Ⅵ、令和２年度児童相談所における児童虐待

相談対応件数について御報告いたします。

まず、１の児童虐待に関する相談対応件数で

ありますが、令和２年度の件数は表の一番右端、

太囲みにありますとおり1,883件で、前年度

の1,953件に比べまして件数で70件、割合で3.6

％減少となっておりますが、昨年度の過去最高

に次ぐ２番目に多い件数となっております。

その下に参考といたしまして全国の状況を記

載しております。令和２年度の件数はまだ公表

されておりませんが、全国におきましても年々

増加傾向にあります。
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次に、２の虐待の経路別相談件数であります

が、中段の中ほどにあります警察等からの通告

が830件で44.1％と最も多く、前年度の741件か

らも約90件増加となっております。次いで３段

目右側の学校等で、学校214件、その他、幼稚園

・教育委員会などになりますが13件を合わせま

した227件の12.1％、続いて中段左から２番目の

近隣知人で217件の11.5％、その次が中段右側の

市町村で、福祉事務所165件、福祉センター６件、

その他、町村役場の福祉担当課などになります

が、42件を合わせました213件の11.3％の順と

なっております。

次の12ページを御覧ください。

虐待の相談種別についてであります。多い順

に申し上げますと、右端の心理的虐待が974件

の51.7％と最も多く、次いで身体的虐待が547件

の29.0％、保護の怠慢ないし拒否、いわゆるネ

グレクトが335件の17.8％、性的虐待が27件の1.4

％の順となっております。

４の主な虐待者につきましては、実母が903件

の48.0％、実父が808件の42.9％となっており、

合わせて実父母が全体の約90％を占めておりま

す。

５の被虐待児童、いわゆる虐待を受けた子供

の年齢構成につきましては、大きく、未就学児、

小学生、中学生以上の３つの区分で見ますと、

０歳から３歳未満と３歳から６歳までを合わせ

た未就学児が883件で46.9％となり多くを占め、

次いで７歳から12歳までの小学生が684件の36.3

％、13歳から15歳までと16歳から18歳までを合

わせた中学生以上が316件の16.8％という順番と

なっております。

次に、６の相談対応件数が近年増加している

主な要因につきましては、児童虐待による痛ま

しい死亡事件に関するマスコミ報道が全国的に

続いていることなどで県民の意識が非常に高

まっていることに加えまして、児童相談所への24

時間の無料直通ダイヤル189「いちはやく」の設

置など、相談窓口、方法の周知が進んだこと、

警察や学校などの関係機関等による、児童相談

所への通告の徹底が図られたことによるものと

考えております。

最後に、７の今後の対応につきましては、増

加する児童虐待や相談内容の複雑化等に適切に

対応していくため、児童相談所の体制強化を引

き続き進めるとともに、子供と家庭に身近な市

町村が関係機関等と連携して児童虐待相談に対

応する子ども家庭総合支援拠点の設置を促進し、

県と市町村が一体となって児童虐待の未然防止、

早期対応などに取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○日髙委員長 執行部の説明が終わりました。

質疑はございませんか。

○渡辺委員 児童虐待についてですが、これは

相談件数が急増しているのは説明があったとお

り理由は分かっているんですが、恐らくその最

大の理由は警察からのいわゆる面前ＤＶの全件

通知があっているからだと思います。それはそ

れで大事なことだと思うんですが、ちょっとデ

ータを聞いても数字が膨らみ過ぎて実態が正直

よく分からないので、例えば警察の通知が830件

ありますよね、面前ＤＶが中心であるとするな

らば、それは心理的虐待の974件の中にカウント

されているんだと思うんですけれども、実態を

イメージしたいので、警察からの虐待の相談通

知の中の割合がどのぐらいになっているのか、

このうちほとんどが例えば面前ＤＶだったりす

るのか、そのあたりをもう少し分かるように御

説明いただきたいと思います。

○壱岐こども家庭課長 委員御指摘のとおり、
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警察からの面前ＤＶの通告が本格的に始まった

ことが、児童虐待相談対応件数が増加しており

ます大きな要因の一つでございます。

常任委員会資料の11ページを御覧ください。

平成28年度から平成29年度にかけまして相談

対応件数が631件から1,136件に増加しており、

このタイミングで面前ＤＶの通告が本格的に開

始されております。

そして、その内容としましては、平成28年度

においては警察からの通告が93件しかなかった

ものが、平成29年度は643件となっており、令和

２年度におきましては830件ということで、この

多くが面前ＤＶの通告ということになっており

ます。

○渡辺委員 正確な数字はともかくとして、830

件引く93件ぐらいはほぼ面前ＤＶの通告だと理

解してよろしいでしょうか。

○壱岐こども家庭課長 やはり、傷、あざ、一

般的な身体的虐待の通告もございますので、ほ

ぼ全てということではございませんけれども、

やはり６割、７割ぐらいは面前ＤＶの通告とい

うことになります。まだ令和２年度の面前ＤＶ

の数字がまとまっておりませんので、令和元年

度の数字で申し上げますと、警察からの通告741

件のうち466件が面前ＤＶの通告となっておりま

す。

○渡辺委員 ということは今の数字を見ると、

面前ＤＶだけではなく通告の環境が整って、も

う少しいろんな幅で疑いのあるものも警察から

きているということだと理解しました。

そこで、もう一点、相談対応件数とは話がず

れるかもしれませんが、その相談を受ける側の

児童相談所という意味で言えば、当然、通告を

受けたものについて、ああ、そうですかで終わ

るわけにはいかず、それぞれ後の対応があられ

ると思うので、業務量と言いましょうか、大変

な量になられているんじゃないかと思います。

児童相談所を所管する側としては、やっぱりこ

ういう法律的な環境の変化があった理由は、眠っ

ているようなものとか、気づかれないものを気

づかないままにしないためだと思いますので、

児相の対応等はより重要度が増しているんだと

思います。それを受け止める側としてはどうい

う体制を取って、これをきちんと受け止められ

るようにしているのか、そのあたりを確認させ

ていただければと思います。

○壱岐こども家庭課長 増加する児童虐待相談

に対応していくために、児童福祉司の増員をは

じめとする児童相談所の体制の強化、専門性の

強化が必要でありますことから、国が平成30年

に児童虐待防止対策体制総合強化プランを策定

いたしまして、この中で定められております基

準に基づいて計画的に児童相談所の体制強化を

図っているところであります。

具体的には、新プランの計画期間となる平成29

年度以降、児童福祉司は28名から５年間で27名

増員し、令和３年４月１日現在で県内３箇所の

児童相談所に55名の児童福祉司を配置しており

ます。

また、児童相談所が日常的に弁護士から法律

的な助言、指導を得ることができる法的体制、

対応体制の強化としまして、中央児童相談所に

弁護士と警察職員を新たに令和２年度から配置

をしております。

○渡辺委員 お答えしづらいかもしれませんが、

状況が変化していって数も増えていく、それに

追いつくように計画的にいろんなことはやって

いる。そうはされながらも計画よりも現場の状

況の深刻度が増すほうが早いということもあり

得るわけで、今、県がやっていることに瑕疵が
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あるという意味ではありませんけれども、現状

を見つめたときに、この計画よりももっと機能

充実というか強化を図らないと、これからの時

代に対処できなくなっていくのではないかとい

う危惧を県として持っているということなのか、

それとも今の計画の体制でおおむね大丈夫なん

だというイメージなのか、将来も含めて考えた

ときに、現状はどうなのかをお伺いします。

○壱岐こども家庭課長 やはり、国のプランに

基づきまして計画的に児童福祉司等の増員を進

めているところでございますけれども、どうし

ても経験の浅い職員が配置されることになった

りしますので、そういった職員のスキルアップ

などの研修、そういったものをしっかりとやっ

ていく必要があると思います。

また、先ほど申し上げた市町村が子ども家庭

総合支援拠点を令和４年度までに全市町村につ

くるということで、今、６箇所ございますけれ

ども、そういった市町村の体制強化を応援して

いきつつ、リスクの低いものは市町村にお願い

して、一時保護を、命を守るための対応が必要

なものにつきましては、児童相談所がしっかり

と対応していくという連携と役割分担を進めて

いく必要があると考えております。

○渡辺委員 ありがとうございました。

○佐藤委員 委員会資料の１ページ、福祉保健

課の自殺の現状等について教えてください。

前年８位からワースト２位ということで、結

構、順位が上がっているんですけれども、全国

的に見たときに地域を分けたときにどうなのか。

１位とか２位、３位が例えば南九州に集中して

いるとか九州が多いとか、そのあたりが分かる

と気候的なものが原因なのか。それから健康問

題が１番ということですけれども、医療、そう

いう施設が原因なのかとか、そのあたりが少し

分かると思うんですけれどもいかがでしょうか。

○山下福祉保健課長 都道府県別の自殺の死亡

率で申しますと、昨年に関しては１位は岩手県

ということになっております。九州各県につい

て言うと、本県は悪いほうから２位ですけれど

も、鹿児島県が次で16位。以下、福岡県、熊本

県が24位、大分県が32位で長崎県が43位という

ところになっておりまして、佐賀県が昨年に関

して言うと47位、数字としては一番下というこ

とになっております。

上位のところは岩手県以外で申しますと、宮

崎県の下が福島県、青森県、群馬県、富山県と

いうところが並んでおりまして、地域の特性が

出ているというところは見受けられないかと。

その都道府県の規模につきましても福岡県が

中ぐらいであったり、宮崎県の次の福島県は若

干大きなところでありまして、地域的な特性と

いうのが影響しているかは、本県も含めまして

はっきり分からないところでございます。

○佐藤委員 ありがとうございました。前年の

１位、２位とか、そういう順位の自治体で、例

えば自殺者数が減ったとか、そのあたりはどう

ですか。

○山下福祉保健課長 順位が、数字的には全国

的には増えている傾向にございますけれども、

都道府県によっては本県のように人数として増

えている県、あるいは減少している県もござい

まして、一概にそんな地域も含めましてどこか

特徴的にというわけではなく、割と凸凹の中で

全体の数字が上がっている、概要で見ますとそ

ういうところでございます。

○佐藤委員 そういうところをしっかり調査、

分析していただいて、この２ページにあります

が総合的な自殺対策の推進、関係団体と一層連

携してという、この関係団体がどういうところ



- 13 -

令和３年７月19日(月)

なのか分かりませんけれども、最後に総合的な

自殺対策を全庁的に推進するということですが、

やはり具体的にしっかり対策を打たなければ成

果は出てこない。また来年、この順位がワース

ト１位、２位とかそういうところではなくて、

もっと下がるようにしてもらいたいと思います。

○山下福祉保健課長 本県は平成19年に一度こ

のワースト２位というのがございまして、非常

に危機感を持って様々な自殺対策に取り組んで

きたところでございます。各団体、各庁、全庁

的に取り組んできたところでございまして、物

すごく改善したというわけではないんですけれ

ども、近年はワースト10位前後を推移していた

ところ、今回ワースト２位ということになって

しまって非常に重く受け止めております。

分析はなかなか難しいところでございますが、

昨年に関して言いますと、全国的にも若者や女

性の増加といった傾向がございまして、国の自

殺対策の機関ではやはり昨年についてはコロナ

による経済的、精神的な影響、あるいは有名人

の方の自殺がちょっと相次ぎまして、そういっ

たことの報道の影響が考えられるという分析が

ございます。

本県につきましても、その傾向というのは当

てはまるのではないかと推測しているんですけ

れども、引き続き専門機関、精神科医等と連携

した取組、救急、警察との取組もやっていきつ

つ、先ほど申し上げましたような、昨年、特に

若者や女性が増加しているということは、恐ら

く我々の相談体制、相談機関にたどり着かない

という方も増えているのではないかということ

も含めまして、啓発といいますか、県民一丸と

なって、近くにいる方の声かけ等も含めまして

１人でも多くの方が自殺に至らないように進め

てまいりたいと考えております。

○佐藤委員 ただでさえ人口が減少している。

そして宮崎県の一番の問題はその人口減少対策

ということでありますので、そういう自殺者も

減らしていくということは大事でありますから、

しっかりと対策をお願いしたい。宮崎県は心豊

かな住みよい県を目指すと言いながら、自殺者

が減らないようではいけませんのでよろしくお

願いいたします。

○前屋敷委員 私も今の件に関連してお聞きし

たいと思うんですけれども、やはりワースト２

位というのは深刻に受け止めなければならない

と思います。自ら命を絶つということがどうい

うことなのかということをしっかり受け止める

ことが必要だと思います。

それで、何とか相談までいける人はまだ救わ

れる道も開けるんですけれども、それができな

いという方々をどう見つけるかというか手を差

し伸べるかということが大事なんですが、相談

体制の強化で、２ページの（３）でワンストッ

プ相談会の回数を２回から４回に増やすという

ことで、相談者も増やそうということなんだと

思います。そこで、これまで毎年２回行われて

きたその状況ですけれども、何人ぐらいが相談

に見えていたのか教えてください。

○山下福祉保健課長 少々お待ちください。す

みません、委員長、数字を調べますので、後ほ

どお答えするということでよろしいでしょうか。

○日髙委員長 はい。では、後ほど分かり次第

答弁をお願いします。前屋敷委員、質疑を続け

てください。

○前屋敷委員 それで、周知徹底は本当に大事

だと思うんですよ、テレビであるとか関係団体

の方々の啓発によるということでしたが、かな

りここのところは工夫して、多くの方に知らせ

るというところを徹底していただくのが大事か
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と思います。

それと、もう一つ、電話相談もずっとされて

おられるところだと思うんですけれども、やは

りその電話相談も工夫して、時間を含めてどう

いう場合にでも応対できるようなそういう体制

も必要かなと思うんですが、その辺はどうです

か。

○山下福祉保健課長 委員のおっしゃるとおり

電話相談体制等も充実していく必要があると

思っております。これまでも自殺の相談員の方

の募集といいますかそういったところの支援も

しておるところでございますし、できる限り長

時間といいますか、365日相談できる体制ができ

るように支援等をしているところでございます。

相談体制の充実には、やっぱり相談員の育成

にもそれなりに半年なり時間がかかりますけれ

ども、何とかそういうところを支援することで

電話相談体制の強化等も図っていきたいと思っ

ております。

広報等に関しましても、もともと高齢の方が

多かったということがありますので、これまで

の広報紙とかそういったところの媒体ももちろ

ん使ってやっていきたいと思っておりますが、

若者や女性も増えているということですので、

ＳＮＳ等、ホームページ等も使った広報も進め

てまいりたいと思っております。

今、自殺対策のホームページがございますけ

れども、これまでワード検索などで自殺とか死

にたいとかというワードでそういうページに誘

導できるようなこともしておるんですが、昨年、

特にコロナという影響もあるということでコロ

ナ関連のキーワード等でもそのホームページに

誘導するなど、そういったところを取り組んで

いるところでございます。

それから、先ほど御質問のありましたワンス

トップ相談会についてですが、３月は16件の相

談があったということでございます。

○前屋敷委員 もう一つ、今、非常に鬱の方々

が多くなっているというのもあって、自殺者の

中でも特に若者の割合が増えています。将来の

ある若者が自ら命を絶つという点では深刻だと

思います。

それで、今、若い人は特にインターネットは

得意な分野ですので、そういうことでも対応が

できる、夜中でも対応できるということで徹底

をする必要があるかなと思いますのでよろしく

お願いしたいと思います。

○横田委員 自殺の現状等についての説明の中

にコロナの文字が全く入っていないんですけれ

ども、先ほど佐藤委員の質問に対する答弁の中

に出てきたように思ったんですが、再確認させ

ていただきたいんですけれども、この自殺の原

因・動機の中の健康問題とか経済、不詳、そう

いったところにコロナが原因かもしれない案件

が入っていると理解してよろしいんでしょうか。

○山下福祉保健課長 こちらは警察の分析なん

ですけれども、この分類というのが経年で取っ

ている原因・動機別ということになっておりま

して、委員のおっしゃるとおりコロナの影響と

いうことであればこのいずれか、経済なり場合

によっては健康問題とかに入ってくるとは思い

ます。ただ警察に聞きますと明らかにコロナが

原因でというのがなかなか分からない、先ほど

申し上げたように遺書ですとか周りの人への聞

き取りで原因が分かってくるというもので、そ

こにはっきりとコロナというものが出ていると

いう状況ではないということです。

逆に不詳というところが増えているというこ

とは、そういったところに周りの人も気づかな

いような本人の悩みというか、コロナも含めて
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そういう自殺に至っている方がいるのではない

かという推測をしているということと、先ほど

佐藤委員に申し上げたのは、国の分析機関では、

やはり全体としてコロナによる経済的、心理的

影響も考えられるという分析がなされていると

ころでございます。

○横田委員 話が変わるんですが、全国都道府

県幸福度ランキングというのがあります。あれ

で宮崎県が一昨年度、昨年度と連続日本一になっ

てすごく喜んでいたんですけれども、自殺がワ

ースト２位ということで、相矛盾するような結

果で非常に戸惑っているところです。その辺り

はどのように判断をされているのかお聞きした

いと思います。

○山下福祉保健課長 本当に宮崎県、九州の中

でも自殺死亡率が高いということで何か本県特

有の事情なりがあるのかということでいろいろ

考えるところです。はっきりはしませんけれど

も、例えば本県は債務の多い方が多いのではな

いかとか、そういったことは言われております

けれども、明確に自殺と結びつくところがない

ところではございます。

委員がおっしゃるように幸福度とか住みやす

さといったランキングが上位になっている一方

で、今回、全国的に自殺者数が増える中で、本

県の伸び率が高いというその辺の分析といいま

すか対策につきましては、引き続き研究を進め

てまいりたいと考えております。

○日高委員 新型コロナについてです。今回、

全ての都道府県との県外往来自粛ということ

で16日に知事が発表をされました。それまでは

首都圏のみということでしたが、厳戒体制を敷

くということで感染リスクを考えると理解は十

分できると思っています。その反面、県民のほ

うからは遠く離れた孫とか子供に会えない、ま

だ会えないのかという悲痛の声も正直聞くとこ

ろであります。もうこれが最後の県外往来自粛

にしてもらいたいという思いもあります。これ

で最後にするためには感染を抑えることでしか

成し得ないと思っています。

ただ、この厳戒体制を敷いたということは、

前回、第４波のときも質問したかと思いますが、

東京都を中心とする首都圏の感染がぐっと増え

てきましたけれども、それに比例する形で宮崎

県でも感染者数の山が高くなってくる傾向にあ

りますが、今後、夏休みに向けて感染がどの程

度まで広がると予測しているのか、その辺をお

聞きしたいと思います。

○有村感染症対策室長 委員御指摘のとおり、

第３波、第４波ともに全国、特に首都圏の感染

者数が上り調子になりますと、それに引きずら

れるような形で本県でも第３波、第４波といっ

た感染者数が増加する動きを示しております。

特に振り返りのところでもございましたけれ

ども、先ほど次長の説明の中でも第３波、第４

波のはざまは10万人当たりの新規感染者数がゼ

ロという期間が僅かではございましたけれども

ございました。しかしながら、今回は第５波に

随分警戒しているところではございますけれど

も、首都圏では新規感染者数が下がりきらずに

高い谷というような形になったせいか、本県に

おいても感染者数がゼロまで下がらずに、いま

だ感染者が確認されております。

昨年７月に第２波のピークが、ちょうど７月

の下旬あたりから上がってまいりましたので、

今年の夏についても首都圏が増えれば本県も感

染の増加の可能性が高いと我々サイドでは考え

ているところでございます。現在、警報レベル

２ということで特別警報を維持しておりますけ

れども、当面の間は県内全域においての様々な
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行動要請、それから県外との往来自粛について

は御協力をお願いするものでございます。

○日高委員 前回、第４波では、５月の連休以

降は市中感染が広がり、かなりの感染が予測さ

れるということで、先読みして前もって緊急事

態宣言だったか、あのときは警報だったかを出

したんです。あのときは先読みして、それが当

たったんです。なるほど、しっかりと先読みし

て先手を打った結果、感染拡大が爆発的になら

なかった、感染拡大を止めたというのはすごく

理にかなっていると私は感じたんです。

今回はなかなかゼロにならない。そこで、県

外との往来を全てシャットアウトしたから東京

都では感染者数が増えるけれども、宮崎県は大

丈夫ですよという安心感を求めるものなのか、

それともやはり首都圏の感染者数が増えてくれ

ば、宮崎県でも若干増えてくると、とにかく100

になるのを50で抑えるんだとか、30で抑えるん

だというところなのか、その辺の第４波のとき

の先読みみたいな、その辺の分析をどのように

されているのかお聞きしたいと思います。

○有村感染症対策室長 第３波の経験を踏まえ

て、第４波では委員おっしゃるとおり早めのブ

レーキということで対策を行ってきております。

県内に７つの医療圏がございますけれども、

それぞれに人口10万人当たりの新規感染者数が

１週間当たり５人を超えそうになったときには、

その医療圏の市町村とオレンジ圏域を見越して

早めの協議を今後も行っていくつもりでござい

ます。感染の状況を慎重に見極めながら現在進

行形でやっているところでございます。

○日高委員 今回も実数を見たら以外と伸びて

いないんですよね、そうやってゼロにはならな

いと次長は言ったけれども、東京都の感染者数

が伸びている割には宮崎県は伸びていないんで

す、ちょぼちょぼなんですよ。これは少しこれ

までとは傾向が違うのかなと私は思っているん

です。だから私はやっぱり警戒を継続して、こ

こでもう一抑えしないといけない、ここで油断

すると感染者が増えるけれども、しっかり抑え

ていくのでこうするのだというふうに福祉保健

部は考えたのだと私は思ったんですよ。だから

そこはそこの部分で、本当に残念ですが、子供

たちにとってはせっかくの夏休みですけれども、

ここはもう最後だと思ってやるしかないのかな

というぐらいの気概を感じておりますので、今

後も警戒を継続してやってほしいと思っており

ます。

同じく新型コロナ関連ですけれども保健所の

ガイドラインが多分あると思うんですが、昨日、

学校で感染者が出たと、学校で感染者が出たら

部活動はもうできないと、対外試合はできない

みたいな感じになってきているんですよ。宮崎

県もどこの県もそういう感じになってきている

かと思います。

昨日、鳥取県の米子松陰高校の野球部が夏の

高校野球鳥取県大会への出場を辞退したんです。

それはなぜかと言うと学校関係者に新型コロナ

ウイルス感染者が出たからです。野球部員から

は出ていないし濃厚接触者もいないと、みんな

任意でＰＣＲ検査したら陰性だったと、でも保

健所は確認ができていないと、保健所は公的な

確認をするところですが、公的に確認すること

ができていないということで、やむなく高等学

校野球連盟と話した結果、安全性を考慮してル

ールに基づき出場を辞退した。そういうところ

がまだ何件もあって、今後そのルールを厳守し

ていくのか、それとも運用でそういう状況であ

れば、濃厚接触者も感染者もいなければ大会出

場を認めるとか、結局、最終的に保健所の公的
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な安全確認がないといけないんですよ。

今、宮崎県でも高校野球をやっていますけれ

ども、今後感染が増えてくることも考えられま

すから、どこかの高校で新型コロナウイルスの

感染者が出たら、１人でも出たらもう対外試合

は禁止、宮崎県からは甲子園に出場できません

ということになるのかなと思って、その辺の運

用というのは保健所としてはどう考えています

か。

○有村感染症対策室長 事例においては回答し

かねるところではございますけれども、一般的

には保健所は感染者が出た場合には、濃厚接触

者なり接触者調査ということで広くＰＣＲ検査

を行っております。特に濃厚接触者ということ

になれば潜伏期間が２週間で発症のおそれがあ

るということで不要不急の外出は避け、大体、

御自宅でじっとしておいてもらうと、健康に何

か異常があったら保健所に通報していただくと

いうような措置を取っております。その事例が

どういうことなのかは分かりませんけれども、

一般的には発症する可能性がある子供というこ

とで、その方々がいるということで学校なり主

催者なりがルールに基づいて御辞退されたのか

なと考えております。

濃厚接触者であっても感染せずに２週間経過

する方というのが大半ではございますけれども、

中には濃厚接触者が陽性に転ずるということが

ございますので、感染を周りに広げることによっ

て、また不幸な方を連鎖的に引き起こすという

ことは公衆衛生上、非常に問題がございますの

で、保健所の指示には従っていただくというこ

とになろうかと思っております。

○日高委員 保健所からするとその立場だと思

うんです。安全を一番に考えるから、そのとき

に濃厚接触者であって、もしかしたら２次感染

の可能性もあるとか、後で２回目のＰＣＲ検査

をしたら陽性だったということもあると考える

とやるべきではないということかとは思います。

主催者である高等学校野球連盟だとか学校が総

合的に判断して決めると。ただ、やっぱり安全

性とか、その時々の感染状況とかを考えたら、

これは宮崎県でももし感染者が出たら出場辞退

なのかなと。何かもどかしいというか、野球部

員から感染者が出ていないのになかなかそこを

容認できない、判断基準でできないというのは

相当かわいそうでならないんですよね。野球に

限らずいろんな競技でもそうなれば同じだと思

うんですけれども、やっぱり保健所の判断、そ

こに左右されるというか、当然そこだと思いま

すので、悩ましいけれどそういうふうにならざ

るを得ないかなということです。

あとはもう感染しないことですよね。それし

かないですね。これは私の持論で申し訳ないで

すけれども、部活動で感染していなくても、そ

の学校で、何百人と生徒がいる中で１人でも感

染者が出たと、２次感染したと、それでもうア

ウトかなって、そこなんですよね。安全対策だ

からということで納得のいくところとなかなか

納得のいかない部分があるので、保健所として

も何かうまくできないかと。もう無理かな、検

査するにしても時間も限られるからね。これは

もう道はないですね。以上です。

○重黒木福祉保健部長 大変悩ましいというか

難しい問題だと思っております。特に子供たち

はこれまでいろんな努力をずっと続けた上で、

その発表の機会をある意味奪われることにもな

ると思っています。一応、保健所としては、我

々サイドとしては学校の中で濃厚接触者になれ

ば当然それは基準に基づいて２週間なりの活動

を停止というかお願いしていくという立場にあ
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ります。

それ以外の全く関係ないところで出たときに

どうするかというのがあって、委員もおっしゃっ

たようにそれは学校管理者が総合的な判断の中

でどう考えるかというところだと思っておりま

す。いろんな大会主催者の方もいるでしょうし、

保護者の方々もいるでしょうしというのもあり

ます。また、今後の感染対策をどうしていくか

という問題もあると思いますので、我々、公衆

衛生サイドとしては必要な基準に基づいてお願

いするところはしっかりお願いしていくという

ところと、後はどういうふうにすればいいのか

という今後の感染拡大防止の対策とか、こうい

うケースになればどう判断すればいいのかと、

そういった個別のところについてはいろいろ御

相談も受けながら、どうしていくのが一番望ま

しいのかという道を探りながら今後も努めてい

きたいと思います。

○日高委員 高野連とか、そういうスポーツの

組織だとか、教育委員会ももっと責任を持たな

いといけないですよね。学校と高野連は保健所

のせいにして責任逃れしているのかなと思うん

ですけれども、何か３者がもっとうまくいい方

向に向かって関われるような規定を作っていた

だければと思います。よろしくお願いいたしま

す。

○渡辺委員 今、日高委員からもあった行動要

請については複雑な思いもありつつも早めの対

処という、第５波が首都圏で言われている状況

では致し方ないのかなと、むしろ積極的に早め

の判断をされたことには十分な意味があると

思っているんですが、その中でお伺いをしたい

んですけれども、知事が昨日、おととい、今日

もですか、子細は分かりませんが、県外に行か

れていますよね、しかも東京とか複数の都市を

移動されているように見受けました。もちろん

業務上必要なことで行かれているんだろうと思

いますので、それはもう不要不急ではないこと

なんだろうと思います。ちなみに知事は宮崎県

にお帰りになった後にＰＣＲ検査等をお受けに

なるのでしょうか。

○重黒木福祉保健部長 東京出張に行ったから

といってすぐＰＣＲ検査を受けてくださいとい

うお願いを福祉保健部からしているわけではあ

りません。ですから、通常の移動、出張であれ

ばしっかり感染防止対策を講じた上で移動して

いただくということだと思っております。例え

ばですけれども、もし出張先において何らかの

感染リスクが高いような事象に遭遇するとか、

出張先において感染者の濃厚接触者とか接触者

の方々と少しでも何らかの接点があるとか、何

かリスクに感じるようなことがあれば当然受け

ていただくということになろうかと思います。

○渡辺委員 資料の９ページにありますが、や

むを得ず県外から県内に移動する方は県のＰＣ

Ｒサポートの活用を県はうたっているわけです

よね。加えてできるだけ行かないでくださいと

言って、特段の不安があったときに検査を受け

るようにと言っているのではなく、リスクを持

ち込まないためにこの活用をと県は言っている

わけです。なおかつワクチン接種にしてもいろ

んなことにしても県の方針を分かりやすく指し

示す立場にあられる知事が、県民の皆さんに対

して県外から県内に移動があった場合にはこの

ＰＣＲサポートセンターもつくってやっている

けれども知事は枠外ですということで県民に伝

わるんだろうかということをお伺いしたい。

それから、所管が合っているのか分かりませ

んけれども、このＰＣＲ検査支援センターにな

かなか電話がつながらないという話もいっぱい
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きています。所管が福祉保健部なのか分かりま

せんけれども、その辺の整合性というか、国文

祭もあって県外移動には十分に気を遣ってほし

いという対応だったはずだと思うんですが、そ

の辺が分かりづらい気がするんですけれどもい

かがでしょうか。

○重黒木福祉保健部長 そうですね、なかなか

分かりにくいところだと思っています。今、申

し上げているのは、できるだけ県外との移動は

控えてください、ただビジネスですとかやむを

得ないことで移動される方については、それは

しょうがないですねと、そういう場合はＰＣＲ

サポートを積極的に使ってくださいというお願

いをしているところです。

我々、県職員も含めてということになるんで

しょうけれども、そこを積極的にＰＣＲについ

てサポートセンターを使うようにということを

言ってはいないんですけれども、申し上げまし

たように出張先なりで何かリスクがあるなとい

うことがあれば、それは別枠というか、別途で

受けるようなことになるかと思っております。

そこはまた今後の検討事項になるかもしれませ

んが、今のところそういう整理をしているとこ

ろです。

知事も何しろワクチンについてはまだ１回目

を打ったばかりですから、そこのリスクは当然

ありますので、どういったところに行かれるの

かについて、またいろいろそちらの配慮も話を

しながらやっていくことになるのかなと思って

います。

○渡辺委員 そこのところは十分に県の中で議

論いただいて、やっぱりアナウンスメント効果

も大きいと思いますので、そこはいろいろと御

検討いただきたいのと、ＰＣＲ支援センターは

福祉保健部の所管ではないということでいいで

しょうか。

○重黒木福祉保健部長 総合政策部で所管をし

ておりまして、考え方としては感染拡大防止の

ための疫学調査に資するものについては福祉保

健部で当然やりますけれども、一般的な意味で

経済活動とかに支援するためのものということ

で、今回は総合政策部サイドで行っていただい

ているところです。

聞いた話ですと先週で3,000件ぐらい申込みが

あっているということでございますけれども、

予算的にはまだまだ十分な量があるということ

ですので、そういったこともＰＲしながら総合

政策部と連携を取って支援してまいりたいと思

います。

○渡辺委員 所管外なら伺いませんけれども、

県民の方からもお話がきていて、申し込んだけ

れど何日も連絡もないまま、検査のキットも送っ

てこないままで、もう３日～５日たっていると

いう話があっているようですので、何のための

仕組みだったのかという話になりかねない気が

するので、その辺、所管外ですので、そういう

ことがありましたということだけにします。

○坂本副委員長 子供の貧困対策について御説

明いただきましたので、触れさせていただきま

すが、委員会資料の４ページの数値目標、生活

保護世帯の子供の高等学校の進学率について目

標設定をされておりますけれども、生活保護世

帯以外の子供全般の進学率の数字は分かります

でしょうか。

○山下福祉保健課長 すみません、少しお時間

をください。

○坂本副委員長 続けて質問してよろしいです

か。

○日髙委員長 坂本副委員長、質疑を続けてく

ださい。



- 20 -

令和３年７月19日(月)

○坂本副委員長 今の数字は後ほど教えてくだ

さい。それで、委員会資料の３ページに戻りま

して、その教育に関して教育の支援ということ

が②でうたってあります。生活困窮世帯の子供

に対する学習支援事業をされているということ

ですが、具体的にこの取組の内容を教えていた

だけますでしょうか。

○山下福祉保健課長 これは文字どおり生活保

護世帯ですとか困窮世帯で学習についていけな

い子供に対して学習支援をしておりますけれど

も、２つの形でやっておりまして、県内で幅広

くリモートのような形でそういった方を集めた

学習支援サポート等をしているということと、

あと県内で北部福祉こどもセンターと児湯福祉

事務所の管内で、これはモデル的に個別の世帯、

児童に関して寄り添いながら学習のサポートを

する事業を実施しているところでございます。

○坂本副委員長 今、お答えいただいた生活困

窮世帯の学習支援の対象は全般的といいますか、

小学生から中学生までという広い範囲と考えて

いいんですか。

○山下福祉保健課長 基本的に中・高生を対象

にしております。

○日髙委員長 先ほど坂本副委員長から求めの

ありました数字の件について、分かりましたら

報告してください。

○山下福祉保健課長 高等学校の進学率につき

ましては、本県の全世帯では令和元年度で98.6

％、全国では99％ということになっております。

○坂本副委員長 生活保護世帯の子供さんがな

かなか高校に進学できないという状況があると

いうことで、こういう数値目標を設定されてい

るんだろうと思うんですけれども、先ほど申し

上げました学習支援事業、学習支援体制につい

ては、私も全国を全部見ている、知っているわ

けでもないんですが、昨年、名古屋市のピア・

サポートという学習支援事業を視察に行きまし

た。そこでは名古屋大学の学生が主体になって

中学生の受験をサポートするという仕組みなん

です。すごく活発にやられているんですけれど

も、一番の課題はやはり資金の問題、やはり活

動するのにお金がないということで、御自分た

ちでいろいろ民間の企業を回られて寄附を募っ

ておられました。

これがそのまま当てはまるかどうか別として

も、こういう動きというかそういったものに対

してのサポートということも視野に入れて、今

後、考えていただきたいなと思っています。と

いうのが、今、高校無償化になっていますので

お金がないから高校に行けないということには

なっていないと思います。問題はそれぞれの生

活困窮の世帯で進学をするという気持ちという

か、そういったものが薄れている、また子供さ

ん本人がそこまでやっぱり備わっていないとい

うか、そこをやはり県それから周りの力で将来

のプランを立てて、今、高校に進んで自分の人

生設計を作っていくというサポートをしていく

ことっていうのはすごく大事かなと思っていま

して、そこに対してのお金の面の支援、またそ

ういった生活困窮世帯が、今、困っている目前

の課題という視点も大事なんですけれども、そ

れ以上に今の少子化の中で社会的に見ても、やっ

ぱり限られた子供たちをどう人材育成していく

かという幅広い視点に立っていただいての施策

というのが大事かなと感じているものですから、

申し上げさせていただきました。

○山下福祉保健課長 先ほど申し上げました困

窮世帯の学習支援事業は県で実施している事業

でございますけれども、先ほどの事業とは別に

生活保護世帯の子供につきましては、副委員長
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がおっしゃったように、まずはそういう進学す

るという意識、まずは親なりの認識というのも

あります。そこを変えていく必要もあるという

ことで、実際にケースワーカーが対象世帯に行っ

て具体的に進学の必要性とか重要性を御説明し

たりして、高校進学なりその先の進学等につい

て話合いをしながら、そういう進学の意識とい

うものを親についても醸成していくということ

で実施しているところでございます。

あと、先ほど説明しましたように市町村ある

いは県内の団体でも特に学習支援等に取り組ん

でいる団体がございますので、そういったとこ

ろとも連携しながら学習支援あるいは進学への

意識といいますか、そういったものを培ってい

くことで進学率が上昇していくように取り組ん

でいきたいと考えております。

○坂本副委員長 分かりました。

○日高委員 このみやざき子ども・子育て応援

プランですが、これは第２期の目標値―成果

指標になっているかと思うんですけれども、こ

れがアクションプランにつながっているのかな

と感じているんですが、例えば今後のコロナの

影響とかアフターコロナ、言ってみれば、統計

ができていないものもありますが、そういった

ニューノーマルというかそういった部分が変

わってくる、またオンラインなどの部分でも大

分こういうのも変わってくるものがあるのでは

ないかと。これは見直しとか若干の修正という

のはコロナ後という形では考えていないので

しょうか。

○柏田こども政策課長 このプランに関しまし

ては、先ほど説明いたしましたけれども、期間

が令和２年度から令和６年度の５年間というこ

とになっておりまして、ちょうど中間年度、来

年、令和４年度になると思うんですけれども、

その時期に見直しを予定しておりますので、例

えば、今、委員がおっしゃったコロナによる影

響であるとか、そういったものについてはこの

部分で反映できればしていきたいと考えており

ます。

○日高委員 この部分というのはアクションプ

ランと整合するんですね。

○柏田こども政策課長 アクションプランのほ

うでも、例えば合計特殊出生率とかも定めてお

りますけれども、それに向けて個別のプランと

いうことで進めているという状況であります。

○日高委員 合計特殊出生率の話が出ましたけ

れども、率が下がっておりますが、私は十分成

果は出ているというか、この数字を見て粘って

やっているなと思っています。やっぱりこれは

粘るのが一番だし、成婚数も増えていて、総合

的にトータルでこの子育て応援プランに沿って

しっかり、また新たな高みも見据えながらやっ

てほしいと思います。

○柏田こども政策課長 合計特殊出生率につき

ましては、令和２年が1.68ということで前年度

の1.73から0.05ポイントほど落ちたということ

になります。しかし、率としては全国的に見て

も今回は３番目ということになっていますので、

高い水準は維持しているということなんですけ

れども、委員会資料の７ページの左側の図を見

ていただきますと、出生数が棒グラフになって

おりまして、出生数が毎年減ってきているとい

う状況があります。ですので、率は高いんです

けれども出生数が減ってきているということで、

この辺を課題と、問題意識を持って取り組んで

いかないといけないと考えております。

○前屋敷委員 子供の貧困対策で具体的なとこ

ろ、支援の中身について教えていただきたいん

です。委員会資料の４ページの（３）ですが、
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福祉事務所にハローワークの常設窓口を設置と

あるんですけれども、これは担当者が常駐して

いると見ていいんですか。

○山下福祉保健課長 これを実際に設置してい

るのが宮崎市、都城市、延岡市の３市と聞いて

おりますけれども、実際に職員がそこに常駐し

て就職の相談があればそのままお受けすること

になっております。

○前屋敷委員 非常に大事だと思います。特に

今コロナの中でやっぱり職を失う、そういう方

々が非常に増えているし、特にひとり親家庭で

女性の方々のやっぱり離職率というのも大変増

えているという点では、すぐにワンストップで

そこで対応ができるというのは大変いいと思い

ますが、もっと広がるといいと思っているとこ

ろです。

それから、（３）の③その他のみやざき子ども

未来奨学金、これは宮崎県の子どもの貧困に関

する連携推進協議会というところが母体のよう

なんですけれども、この連携推進協議会という

のはどういう構成になっているのか、また、未

来奨学金というのは給付型なのか、その辺を教

えてください。

○山下福祉保健課長 これは平成28年度に発足

しておりますけれども、構成機関が宮崎大学と

宮崎日日新聞社、県の児童福祉施設協議会、そ

れから県の貧困に取り組む団体でＳｗｉｎｇ―

Ｂｙというところがございますが、その団体と

県の福祉保健部等で構成をしております。

その奨学金は給付型ですけれども、いろんな

寄附等によりましてその奨学金を給付している

ということなんですが、平成28年度以降、これ

まで４名の方に支給してきておるところでござ

います。

給付の内容は支援者の状況等によって金額が

年ごとに変わってくるということなんですけれ

ども、そういった形で奨学金の給付を行ってい

るというところでございます。

○前屋敷委員 この奨学金はどなたでも申請で

きるのか、条件がいろいろあるんでしょうけれ

ども申請はどういう形でなされるんですか。

○山下福祉保健課長 基本的には貧困の状態に

あるという方ですけれども、いろいろなパター

ンがありまして、例えばという形で言わせてい

ただくと、児童養護施設におられたりとか、里

親の家庭に育ったような方が実績として受けら

れているというところです。

○前屋敷委員 分かりました。もう１点、③の

上から３つ目の子育て支援の寄附型私募債の発

行、これは宮崎銀行が関係しているようなんで

すけれども、どういうシステムなのか教えてく

ださい。

○山下福祉保健課長 これは基本的には宮崎銀

行が企業の私募債、公募ではない資金調達をす

る場合にその引受けの手数料―全額であった

かははっきりしませんけれども―を減額する

代わりにそういった原資を元に※企業がそういう

団体等の支援を行うという形になっています。

支援するのは私募債を発行する※企業側になりま

すけれども、そういう仕組みでやっているもの

と聞いております。

○前屋敷委員 どのような活用になるのでしょ

うか。

○山下福祉保健課長 件数しか把握しておりま

せんけれども、県内の貧困等子育て支援等に取

り組む団体に対して支援するということで、※昨

年度が２件の適用があったとに聞いております。

○佐藤委員 １年半コロナと向き合ってきてい

るんですが、今後のコロナの動きというか変化

※24ページに訂正発言あり
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を専門家の方々はどのように見られているのか。

福祉保健部としてどう捉えているのか。世界的

に変異株が増えて、デルタ株とかデルタプラス

とか、さらにまだ変異株が出てくるのか。今か

ら何か月付き合っていくのかです。

さらに１年なのか２年なのか、聞いたところ

によると２年も３年もかかるという人もいます

が、総合的に確率の高い今後のコロナの動きと

いうのを今の時点で私たちはどう認識しておく

べきなのかを教えていただきたいと思います。

○有村感染症対策室長 コロナに関しましては、

昨年、中国で確認されてからアルファ株とか、

現在ではデルタ株が問題になっております。

しかしながらコロナの変異株は確認されてお

りますけれども、コロナ自体の種が変わってい

るというわけではないと専門家の方々、特に国

のほうからは聞いております。変異株であった

としても現在進行形で行われているワクチンに

ついては中和抗体は効きが悪くなるという話も

ありますけれども、人間の体の中の様々な免疫

―マクロファージとかいろいろございますけ

れども―機能が活用されてそれなりの効果が

あると言われておりますので、今後の感染状況

がどのように推移するかは分かりませんけれど

も、今、国が推し進めているワクチン接種に期

待をしながら、また新たな展開というのはあろ

うかと思っております。

ワクチンを打ったとしても、やはり小まめな

手洗いとかマスクをしっかりするとか、そういっ

た感染防御はこれからも必要かと、今のところ

はそのように考えているところでございます。

○佐藤委員 分からないということですね。

○有村感染症対策室長 はい。委員のおっしゃ

るとおりでございます。

○野﨑委員 いろいろ御質問が出ましたけれど

も、児童虐待を見ても虐待を受けている年齢と

いうのが０歳から12歳ぐらいと、親を考えれば20

代後半から40歳ぐらいの人ですよね。貧困を見

ても小・中学生が対象と見ればやっぱり30代後

半から40歳ぐらいの年齢と、自殺を見ると30歳

から40歳、20代後半から50代の年齢の自殺が増

えているということを見ると全てその年代がリ

ンクしてしまう構図になっていて、いろんな調

査とか、いろんな数字を拾ったりするのもいい

と思うんですけれども、こういった年齢に特化

した意識調査とか、そういうのも必要じゃない

かなと。その年齢がなぜこういった項目に大半

が当てはまっているのかという見方もできるの

ではないかなと思います。

ちょっと総体的な話になりますが、今日、全

部を見ていたんですけれども、20代後半から50

歳ぐらいの年代というのはそういう年代なんで

すかね。そのあたりの調査とか意識調査という

か、そういったのもやっぱり必要じゃないかと

思っているんですが。

○山下福祉保健課長 先ほどの自殺者と子供の

貧困の関係で申し上げますと、自殺のセーフティ

ーネット的に最後の施策といいますか、基本的

にはその前には経済問題とかいろいろな問題が

あると思っておりまして、一つは生活困窮に陥っ

て自殺を選んでしまうような方も出てきている

のかなと思います。統計的には施策の縦割りに

なっておりますけれども、委員御指摘のとおり

その辺はつながっていると思いますので、その

辺の経済の対策、雇用の対策、それから子育て

の対策というのは一つにつながっていると思い

ますので、調査という形になるかどうかは分か

りませんけれども、対象者としてはやはり30

代、40代の方を中心にいろんな負担なりひずみ

が生じているのかなというところがございます

令和３年７月19日(月)
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ので、その辺に十分着目しながらいろんな施策

に取り組んでいきたいと思っております。

○野﨑委員 子供たちが夏休みに入るので、こ

ういった数字はまた気にされますから、教育委

員会とか警察とかいろいろ皆さん連携して夏休

みが何か怖い夏休みにならないようにしていた

だければと、これは要望にします。

○山下福祉保健課長 おっしゃるとおり教育委

員会のほうも全国的には子供の自殺者数が増え

ているということもあって、特に長期の休み明

けには全国的に子供の自殺なり悩みの相談なり

が増えるということで、教育委員会としてもしっ

かりそこは対応していくということで、そこら

あたりは警察も含め連携して取り組んでいきた

いと思っております。

それから、先ほど前屋敷委員から御質疑のあ

りました寄附型私募債の件について、昨年度の

実績が２件と申し上げましたが、正しくは今年

度の実績でございましたので訂正させていただ

きます。

また、私募債の寄附をするのは企業側である

と申し上げましたけれども、正しくは、私募債

を引き受けた宮崎銀行がその手数料の一部を団

体に寄附するということです。併せて訂正させ

ていただきます。

○日髙委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 ないようですので、以上をもち

まして福祉保健部を終了いたします。執行部の

皆様お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時50分休憩

午前11時53分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

それでは、県外調査の日程、調査先等につき

ましては、ただいまの御意見を参考にしながら、

正副委員長に御一任をいただくということで御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

なお、実施については８月下旬に判断いたし

たいと思いますが、こちらも正副委員長に御一

任いただくことで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

最後にその他で何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、以上をもって本日の

委員会を終了いたします。

午前11時54分閉会

令和３年７月19日(月)



署 名

厚生常任委員会委員長 日 髙 利 夫


